
第３章  ＃７１１９の事業化に向けた検討 

１ ＃７１１９事業の概要と実施効果 

  平成 30 年 1月末現在で単独の都市での実施を含め，全国 14地域で＃７１１９は実施

されており，国民の 4割以上が＃７１１９のサービスを享受している。 

  これらの先行団体における電話相談の利用については，若干の差があるものの管轄

人口の概ね 3～7％の相談件数があり，相談の内訳については各都市の平均で約 5割が

医療機関案内，4 割が救急相談を占めており，救急相談のうち救急車が必要と判断して

いるのは 2～3割である。 

  ＃７１１９の事業効果については，先行団体の実績等から一般的に①不安な住民へ

の安心・安全の提供，②救急医療機関スタッフの負担軽減及び③救急車の適正利用の

３点に分けられる。 

 

【図表３－１】主な＃７１１９先行団体の実績 
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   不安な住民への安心・安全の提供 

   不安な住民に安心・安全を提供する効果については，現状で管轄人口の 3％前後の

利用率であり，国においても住民の十分な需要があるとの報告がなされている。また，

大阪市消防局の調査では，利用者の約 9 割が「大変役に立った」又は「役に立った」

と回答しており，利用者の満足度が非常に高く，安心の提供につながっている。 

 

【図表３－２】大阪市消防局の調査結果 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   救急医療機関スタッフの負担軽減 

  ア 電話での救急医療相談の減少による救急医療機関スタッフの負担軽減 

    住民から直接，病院への電話による救急医療相談が減少することや救急相談があ

った際に＃７１１９を紹介することで，救急の受け入れ先である救急医療機関のス

タッフの負担が軽減され業務に専念できる効果が挙げられる。 

    神戸市が＃７１１９の実施前と実施後の同条件の 1 週間で，市内の 2 次，3 次医

療機関を含む 51 病院に対し，直接の電話による医療相談に対応した件数の変化を

調査したところ，＃７１１９の導入により電話相談の対応件数が 14.7％減少してお

り，電話対応に係る医療機関スタッフの負担軽減が期待できる。 

 

【図表３－３】神戸市が実施した医療機関への調査結果 
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  イ 受診行動の適正化による救急関係機関の負担軽減 

    横浜市救急相談センターへの救急相談件数は，年間約 11万 5千件（H28.1～H29.1）

であり，このうち約 72％に当たる約 8万 3千件に救急車以外での受診を勧奨，また

約 23％に当たる約 2万 6千件に翌日受診の勧奨又は経過観察を助言しており，住民

が自ら適切なタイミングで医療機関を受診できるようサポートすることで医療機

関スタッフの負担軽減につながる。 

【図表３－４】横浜市救急相談センターの最終判定結果 

 

 

 

 

 

 

   救急車の適正利用 

  ア 潜在的な重症者を発見し救護する効果 

    まず，潜在的な重症者を発見し救護する効果が挙げられる。東京消防庁の実績で

は相談件数約 38 万件のうち，約 4 万 8 千件に対して救急車で即受診と判断してい

る。また，各先行団体では＃７１１９への相談により，早期に医療機関で治療を受

けた結果，後遺症もなく予後良好であったとの＃７１１９利用による奏功事例が多

数報告されている。 

    特に，この潜在的な重症者の発見については，救急車を呼びにくい事情があり救

急要請を我慢し重症化してから救急車を要請するといった，高齢化が進行している

にもかかわらず救急需要が少ない地域において，高齢者・在宅療養者の生活の質

（QOL）の維持につながると考えられる。 

 

   

 

  イ 軽症者の割合の減少効果 

    次に軽症者の割合の減少効果が挙げられる。先にも述べたように東京消防庁の実

績では，平成 18年の事業開始前では 60.3％であった軽症率を平成 29年には 54.1％

と 6.2 ポイント低下させたという実績がある。 

  ウ 不急の救急出動の抑制効果 

    また，不急の救急出動の抑制効果が挙げられ，東京及び大阪の実績では，救急出

動件数が全国的にも右肩上がりに増加する中，東京においては平成 18 年～平成 28

年の全国の救急出動件数の増加率 18.56％を 6.04 ポイント下回る 12.52％となって

いる。また，大阪においても平成 22年～平成 28年の増加率は全国の 13.73％を 0.48

ポイント下回る 13.25％となっており，両団体とも救急件数の減少にまでは至って

いないが，救急出動件数の増加率を抑制させた実績がある。 

    東京消防庁救急相談センターの救急相談件数は年間約 15万件（平成 28 年中）で

あり，東京消防庁では平成 28 年「消防に関する世論調査」の結果に基づき，もし＃
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７１１９がなかった場合，救急相談件数のうち約 7万 3千件が１１９番通報される

こととなり，現在の救急体制では対応が極めて困難であると試算している。 

    その他，指令センターに１１９番に通報される病院に関する問合せなど緊急通報

以外の件数の減少効果も挙げられ，奈良市においては平成 21 年から平成 26 年まで

で１１９番による指令センターへの病院に関する問合せの件数が 67％減少してい

る。また，大規模災害時においては避難生活等による健康不安の増加も予想される。

実際に，熊本地震の本震の際には熊本市では前年の 13 倍の１１９番通報があった

との調査報告もあり，仮にコールセンターを府外に外部委託しているなどの場合，

＃７１１９で住民からの救急相談を受付けることも可能となり，大規模災害時にお

いても相談窓口として機能することができる可能性がある。 

 

 ２ ＃７１１９の諸課題の検討  

   ＃７１１９実施に向けた諸課題については，導入による救急需要への影響，法的

責任の整理，受診手段がない場合の対応及び＃８０００との連携を中心に検討を行

った。 

    ＃７１１９の救急需要への影響 

    ＃７１１９導入による救急需要への影響について，＃７１１９を一定期間実施し

ている先行団体の実績に基づき検証を行った。救急出動件数については，一定の増

加率の抑制効果は期待できるものの，地域差が生じている状況であり，どの世代に

抑制効果が働いているのかについては，一部の世代ではなく高齢者及び成人に対し

ての抑制効果が確認できた。また，傷病程度については，導入都市は未導入都市と

比べて，軽症，重症が低く，中等症率が高くなっている状況である。 

【図表３－５】平成 29年までの＃７１１９の導入状況 

 

 

 

 

 

【図表３－６】＃７１１９導入・未導入都市別の救急出動件数の増加率比較（左：全都市 右：人口 100 万以上都市）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 平成 29 年 10 月以降に導入した都市は，実施期間が短いため未導入都市として取り扱うものとする。 

H19年 H20年 H21年 H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 H29年
6月東京都

10月大阪府
10月奈良県

10月田辺市
10月札幌市周辺

1月横浜市
6月福岡県

10月宮城県
10月埼玉県
10月神戸市
12月新潟県

25



   法的責任の整理 

   法的責任の整理については，平成30年3月に厚生労働省が公表した「オンライン診

療の適切な実施に関する指針」では＃７１１９はオンラインの受診とは異なり，「遠

隔健康医療相談事業」という位置付けであり，必ずしも指針の遵守を要さないと整

理されているが，運用上の法的責任問題については十分に整理する必要がある。 

   また，先行団体において，救急医療電話相談は自己判断の参考としてもらうため

の助言として位置付けており，検査や診察した上での判断ではないため，相談結果

を参考にして自己の責任において医療機関の受診や救急車の利用を判断するよう口

頭での確認を実施している。また，＃７１１９事業には損害賠償保険が適用可能で

あり受託事業者に仕様書で医療賠償責任保険加入を義務付け，コールセンターのス

タッフによるプロトコールの誤適用や対応ルールの逸脱等に備えている。 

   受診手段がない場合の対応 

   受診手段がない場合の対応については，既存の福祉移送サービス（福祉タクシ

ー，介護タクシー，NPO法人等による福祉有償運送）の利活用が想定されるが，消防

機関の救急車と比較し事前予約が必要などの時間的な制約がある。また，介護タク

シーや福祉有償運送は利用者が要介護認定や障害者等に限定されるなど，利用に当

たっても制約が大きいことから，病院への移送等に活用できるのは福祉タクシーで

あると考える。 

   国土交通省は平成32年度までに約28,000台の福祉タクシーを導入するという目標

を設定し，事業者による車両購入や改造経費の一部を補助するなど，開業支援を行

っているものの，全国で20,113台，京都府内では203台（平成29年度末現在）とまだ

まだ不足しているのが現状である。 

   救急隊以外の搬送資源の活用については，総務省消防庁が平成30年度に実証実験

を行っている段階であり，今後，国の動向を注視しながらニーズに応える新たなシ

ステムの構築を研究していく必要がある。 

   小児救急電話相談（＃８０００）との連携 

  ア ＃８０００の実績 

    小児救急電話相談（＃８０００）は，子どもを持つ保護者の育児不安を解消す

るとともに，医療機関における小児救急患者の適切な受診を促すことを目的とし

て，京都府においても平成16年度から実施している。京都府においては，民間業

者への外部委託による運営であり，相談員には臨床経験5年以上の看護師を配置

し，相談を受け付け，さらに専門的知識を要する場合には小児科医と三者間通話

により対応している。運営時間は19時～翌朝8時（ただし，土曜日は15時～翌朝8

時）であり，平成29年度の相談受付件数は約2万3千件である。 

    相談内容の内訳としては，一般の病気の相談が2万2,164件で全体の9割以上をし

めており，救急医療相談は66件で全体の0.3％である。相談結果については，一般

的な保健指導・育児指導の実施が1万8,158件で全体の8割弱であり，１１９番を奨

めたケースは68件で全体の0.3％となっている。 
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  【図表３－７】 京都府＃８０００での相談実績件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【図表３－８】平成29年度 京都府＃８０００での相談内容及び結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ ＃８０００との連携 

   ＃７１１９は概ね 15 歳以上，＃８０００は 15 歳未満の小児を対象とした事業であ

るが，先行団体においては＃７１１９にかかってきた小児対象の相談にもプロトコー

ルの範囲内であれば対応しているケースも多い。 

   ＃７１１９の先行団体のうち，＃８０００との連携（広報を除く）を実施している

団体は複数ある。また，連携していない団体の理由としては，事業目的，事業主体，

委託先事業者が異なること等，理由は様々である。 

   連携を行っている先行団体では，＃７１１９と＃８０００の委託先を統一すること

で，利用者にかけ直しさせることなく，１箇所で対応しサービスを充実させている事

例や＃７１１９をワンストップの共通番号とし，音声ガイダンスに従い１～３を押す

と小児の＃８０００，大人の相談，医療機関案内に繋がるよう設定している事例，あ

るいは，＃８０００（民間委託）を運営していない時間帯に電話がかかってきた場合

に自動音声で２４時間運営の＃７１１９を案内し，医療相談にも対応している事例も

あった。 

   先行団体の例も踏まえ，事業者を統一にすることで＃８０００が未対応の時間帯を，

小児のプロトコールで対応可能な範囲に限り，＃７１１９がカバーできるといった運

営時間の補完や＃７１１９で小児相談を受け付けた場合でも，必要に応じて小児科医

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

7,079 12,695 17,670 20,984 22,132 23,058

丹後 148 268 318 376 430 381

中丹 482 820 1,034 1,081 1,184 1,218

南丹 201 387 585 702 762 786

京都乙訓 4,507 8,385 12,285 14,864 15,275 15,559

山城北 1,095 1,852 2,370 2,741 3,168 3,666

山城南 443 801 907 997 1,130 1,189

不明 203 182 171 223 183 259

年度

相談件数（計）

医
療
圏
別
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のいる＃８０００と連携できるといった更なるサービスの充実のほか，両電話相談は

類似の事業であり，受託事業者側にとっては設備投資等が不要であるためコスト低減

が図れるといった可能性や統計分析の利便性の向上などのメリットが期待できる。 

 

  【図表３－９】＃８０００との連携のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  府内消防本部に対する意向調査 

  ＃７１１９の事業化に当たって，費用対効果や高齢者医療施策との連携等を考えれば，

京都府内全域での実施が不可欠である。このことから，検討会では府内の市町村に対し，

＃７１１９事業参画に関する意向調査を平成 31年 1月に府市連名で府内の 14の消防本

部（事務局京都市除く。）に意向調査を実施した。 

  意向調査の結果，府内各消防本部では「不安な住民への安心・安全を提供」をはじめ

とした各事業効果にメリットを期待しており，全ての消防本部が「自治体での費用負担

の目途がつき，府内一円で実施するとなれば参画する意向である」と回答している。 

 

 【図表３－１０】府内消防本部の＃7119 参画に関する意向調査の結果 
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  また，参画に当たっては「予算措置」を課題として挙げた消防本部が多く，参画に当

たっての要件として，ほとんどの消防本部が「各市町村が足並みを揃えて府内全域で実

施すること」や「民間事業者の活用等により経費負担の軽減を図ること」を挙げている。 
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  実施時期については，多くが平成 32 年度（2020 年度）もしくは平成 33 年度（2021 年

度）からの開始が適切と回答しており，平成 33 年度（2021 年度）以降の開始と回答し

た消防本部についても，平成 32 年度当初予算の編成に間に合う時期に府内全域での実

施が決まれば，財政当局と折衝していくことは可能であるとの回答であった。 
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３ まとめ 

  先行団体の実績等では＃７１１９導入によって救急件数の減少にまでは至っておら

ず，＃７１１９の事業効果を高めるためには，各手段を有機的に組み合わせていくこと

が必要である。また，受診手段がない場合の対応については，今後示される国の実証実

験結果等を踏まえ，更なる研究が必要である。また，国においては＃７１１９はオンラ

インの受診とは異なり，「遠隔健康医療相談事業」という位置付けであり，必ずしも指針

の遵守を要さないと整理されているが，運用上の法的責任問題については十分に整理す

る必要がある。 

  コールセンターを直営する先行団体の平均で開設費 1.4 億円，年間運営費 1.7 億円と

事業経費の規模が大きく，コスト低減には民間委託による人員体制の効率化等を図るこ

とが必要である。 

  さらに，スケールメリットや高齢者医療施策との連携等の観点から府内一円での事業

実施が不可欠であり，府からの支援が必要であるとともに，小児対象の＃８０００と連

携することにより，受託事業者の統一等によるサービスの充実などが期待できる。 

  府内消防本部への＃７１１９参画に係る意向調査の結果，各消防本部では管轄地域に

おける様々な効果に期待しており，全ての消防本部で「自治体での費用負担の目途がつ

き，府内一円で実施するとなれば参画する意向」であることを確認した。 

  他方，京都府北部の消防本部においては，救急需要が横ばい又は減少傾向のところも

あるが，高齢者をはじめとした住民の不安解消、潜在的な重傷者を発見し救護する効果，

軽症者の割合の減少効果も期待でき，府内一円での実施に当たっては，全ての市町村に

とって予算化に結び付けるメリットがある制度とする必要がある。 

  検討会では＃７１１９の有用性を確認するとともに，諸課題を一定整理ができたこと

から，総意として＃７１１９の事業化に向け検討すべきとの見解に至った。円滑な事業

化に当たっては，各市町村における参画の合意形成に要する期間を十分に考慮し，各消

防本部をはじめ，関係機関に早期に事業の全体像や開始時期の見通しを示すべきである。 
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